
別紙１ 

○ 本年１月２０日に夕張市の財政再生計画の変更について総務大臣が同意し

たが、その後に発生した新たな事情に早急に対応するため、令和７年度及び

令和８年度の各年度の歳入・歳出額等を変更するもの。

○ 変更に伴い必要となる財源については、新たな歳入の確保等により対応す

ることとしており、財政再生計画の主要部分である計画期間等について変更

はない。

Ⅰ 歳入・歳出額の変更における主な内容 

１ 主な変更事項 

令和７年度 

（１）幸福の黄色いハンカチ基金積立（＋１７７百万円）
まちづくり寄附条例に基づく寄附（ふるさと納税）が当初見込みを上回るた

め、当該上回る分について基金積立金を計上するもの。 
（財源）寄附金収入 １７７百万円 

（２）一般会計予備費（＋１３百万円）
令和８年２月８日に実施された衆議院議員総選挙について、円滑な執行のた

めに予備費から必要経費を支出したが、これにより予備費が大きく不足するこ
とから、今後の予測不能な緊急の財政需要に備え、当該経費相当額を増額する
もの。 
（財源）一般財源 １３百万円 

（３）市道除雪経費（＋１３百万円）
市道除雪について、11 月に想定以上の降雪で出動回数が増加したこと等によ

り、今後の除雪経費に不足が生じることから、不足分を増額するもの。 
（財源）一般財源 １３百万円 

令和８年度 

（１）市庁舎建設設計委託料（＋５１百万円）
庁舎建設基本計画に基づき令和８年度から令和１２年度にかけて整備予定

の新庁舎について、設計・建設・運営を一括で実施するＤＢＯ方式により発注
し設計に着手することから、必要な経費を計上するもの。 
（財源）地方債 ４５百万円 一般財源 ６百万円 

（２）消防救急デジタル無線整備（＋２１６百万円）
南空知の５消防本部における消防指令システムの共同運用に向けて、既存の

夕張市財政再生計画の変更 

（令和８年３月）の概要 

1



デジタル無線網を更新する必要があることから、無線基地局整備等に係る経費
を計上するもの。 
（財源）地方債 ２１６百万円 

（３）市立診療所・介護医療院に対する負担金等（＋５１百万円）
人件費上昇や物価高騰、休日夜間救急当番の市立診療所への集約等により、

指定管理者の負担が増加していることを踏まえ、地域の安定的な医療・介護提
供体制の確保の観点から負担金等を増額するもの。 
（財源）一般財源 ５１百万円 

２ 性質別歳入・歳出の増減 

令和７年度 ※令和８年１月２０日に変更した令和７年度計画との比較

※令和８年３月変更後令和７年度計画額：１１３．１億円

【一般会計】 

（１）歳入

地方交付税の増（＋１４８百万円）、国・道支出金の増（＋６百万円）、

繰入金の減（▲９１百万円）、地方債の増（＋５百万円）、

その他の増（＋１８２百万円）により２５０百万円の増

（２）歳出

人件費の増（＋４４万円）、物件費の減（▲９百万円）、

維持補修費の増（＋１２百万円）、扶助費の増（＋１百万円）、

その他の増（＋２０２百万円）等により２５０百万円の増

令和８年度 ※平成２９年３月７日に変更した令和８年度計画との比較

※令和８年３月変更後令和８年度計画額：１０９．４億円（変更前：９２．６億円）

（令和７年度当初予算額：１０４．１億円） 

（１）歳入

地方税の増（＋１７９百万円）、地方譲与税の減（▲３百万円）、

地方交付税の増（＋３３５百万円）、国・道支出金の増（＋９０百万円）、

繰入金の増（＋７２２百万円）、地方債の増（＋３４９百万円）、

その他の増（＋８百万円）により１，６８０百万円の増

（２）歳出

人件費の増（＋１５３百万円）、物件費の増（＋９０９百万円）、

維持補修費の減（▲２８百万円）、扶助費の減（▲１６３百万円）、

建設事業費の増（＋４０６百万円）、公債費の減（▲５百万円）、

繰出金の減（▲１８９百万円）、その他の増（＋５９７百万円）により

１，６８０百万円の増
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Ⅱ 財政再生計画本文の変更 

庁舎整備事業に係る経費を計上することを踏まえ、次のとおり変更する。 

第３ 財政再生の基本方針 

（１）徹底した財政再建に向けた取組

イ 歳出の削減

【変更前】 

・ 投資的事業は真に必要な事業以外は行わない。認定こども園の整備、拠点

複合施設の整備、市営住宅再編整備、市立診療所等移転改築など地域再生

への取組として真に必要な事業については、効率的な整備に留意しながら

適切に対応する。

【変更後】 

・ 投資的事業は真に必要な事業以外は行わない。認定こども園の整備、拠点

複合施設の整備、市営住宅再編整備、市立診療所等移転改築など地域再生

への取組として真に必要な事業については、効率的な整備に留意しながら

適切に対応する。また、コンパクトシティの推進を踏まえ、老朽化した市

役所庁舎については市の中心部に移転改築する取組を進める。

3




